太田市地域公共交通総合連携計画策定業務委託

企画提案評価実施要綱

１．委託業務　
（１）名称　

太田市地域公共交通総合連携計画素案策定業務

（２）委託業務の内容
　　　本業務は以下の項目について行うものとする。なお、別添の「平成２０年度太田市地域公共交通総合連携計画策定業務仕様書」によるものとする。

　　　　〇市内の公共交通の現状把握調査
　　　　〇乗合バス利用者等調査
　　　　〇公共交通ニーズに関するアンケート調査
　〇地域公共交通総合連携計画素案の作成

　  　
（３）履行期間

契約締結日～平成２１年２月２８日

（４）その他

  　平成２０年度中に協議会が策定した連携計画素案は太田市長に対して提言され最終的には太田市長が連携計画を決定する。

２．契約方法

本業務は、企画力による比較が重要でありますので、本業務の目的・内容
を充分に理解し、将来の太田市のより良い公共交通形態の在り方を企画提案した最優秀提案者と協議会との間において契約を締結いたします。

３．業者選定評価委員会の設置

（１）協議会内に企画提案者の選定、企画提案書の評価及び最優秀提案者を決
定するため、業者選定評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（２）委員会は、次に掲げる事項を所掌します。
　　　ア）企画提案者の選定

イ）企画提案書の評価
　　　ウ）最優秀企画提案書の特定

　　　エ）その他企画競争の実施に関して必要と認める事項

（３）委員会は、協議会が指定する５名以内の委員をもって組織します。
（４）委員会には、委員長及び副委員長１名を置くこととし、委員の互選により定めます。
４．企画提案者の選定基準
　　　企画提案者は次に掲げる資格を満たしている単体企業であること。

（１）群馬県又は太田市の入札参加資格者名簿に登録され群馬県又は群馬県近隣に営業拠点（本支店、営業所）があること。

（２）太田市、群馬県、国土交通省から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。

（３）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及びだい７１条の規定に該当しない者であること。

　　　
５．企画提案の方法

（1） 業者選定評価委員会に対する企画提案のプレゼンテーションを実施いた
します。
（2） 業者選定評価委員会が企画提案を審査し、総合的に評価のうえ最優秀提
案者を決定し、協議会会長へ報告することとなります。

６．企画提案で求める内容

　　次に掲げる項目について、可能な限り具体的な提案を求めます。
（1） 各調査ついて

· 現状把握、調査分析の方法とその狙いについて

（2） タウンモビリティ構想について

· 平成２１年度における実証実験の概要とそこから導き出そうとする事項
· 技術的検討

· インフラ整備面の検討

· 経済性の検討
（3） 連携計画の構成等について
· 上記（１）（２）を踏まえた連携計画素案の作成

· 本業務を進める上でのスケジュール概要

· 提案者が策定しようとする連携計画素案の全体像
· 現時点において、提案者が本市地域の公共交通全般についての課題・問題点として捉えている事項
· 上記の課題・問題を解決するモデルプランの作成
（4） 委託金額について

· 本業務に係る経費の総額（消費税等を控除した額）

７．提出を求める資料

企画提案書（Ａ３版またはＡ４版）　１０部
企画提案書には、「５．企画提案で求める内容」で示したことのほか、次の
事項について記載してください。
（１）本業務を受託するにあたっての貴社の体制、人員

（２）本市および他市町村における類似する事業実績
８．企画提出の評価について

　　別紙「太田市地域公共交通総合連携計画素案策定業務企画書審査評価表」のとおり。

９．企画提案書の提出期限等について

（１）企画提出案の提出期限

　　　平成２０年９月５日（金）

（２）提出方法

　　　郵送並びに電子データ

１０．プレゼンテーションの実施について

（１）日　時　　平成２０年９月１１日（木）　１３：３０～

　　　　　　　　プレゼンテーションの順番は、原則として、受付（企画提案書の提出）順とします。

（２）場　所　　太田市役所３階大研修室

（３）内　容　　プレゼンテーションは、質疑等の時間を含めて３０分（説明２０分、質疑応答１０分）以内とする。

（４）評　価　　業者選定評価委員会において評価選定し、結果を協議会会長へ報告いたします。

（５）その他　　プレゼンテーション会場にはプロジェクターとスクリーンを
用意しております。
１１．最優秀提案者の決定及び通知について
　　　　業務委託の選定にあたっては、業者選定評価委員会で厳正公平な審査を行った上で決定し、各企画提案者に郵送により書面で通知いたします。
発送日　平成２０年９月１２日（金）

１２．委託契約の締結

　　　最優秀提案者と契約条件を協議の上、決定通知の日から７日以内に契約を締結いたします。なお、最優秀提案者と太田市地域公共交通活性化協議会との契約となります。

１３．その他

（１）企画提案に要する費用は参加者負担とします。

（２）提出を受けた企画提案書は返却いたしません。

１４．担当部局

　　　 お問い合わせ及び企画提案書の提出先は次のとおりです。

　　　 　太田市地域公共交通活性化協議会事務局

　　　 　郵便番号373-8718　群馬県太田市浜町２番３５号

　　　 　太田市役所市民生活部交通政策課公共交通係

　　　 　　担　当：長岡、野村

　　　 　　ＴＥＬ：０２７６－４７－１８２６
　　　 　　ＦＡＸ：０２７６－４７－１９１５

　　　 　　Ｅｍａｉｌ：015240@mx.city.ota.gunma.jp
